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２　進め方（ワークシート活用例）

　犯罪被害者やその家族は、自分の意思とは無関係に犯罪に巻き込まれ、直接的な被害を受ける
だけではなく、被害後に生じる様々な二次的被害にも苦しめられています。犯罪被害者やその家族
が一日も早く地域で平穏な暮らしを取り戻すには、地域で何ができるかを考えましょう。

　インターネットは誰もが利用できる便利なものですが、情報発信の匿名性を悪用して誹謗中傷や
差別を助長する書き込みが行われるなどの人権侵害が発生しています。画面の向こうに人がいるこ
とを常に意識して、インターネットを利用する際、人権侵害をしない、させないことを学びましょう。

Ⅱ-9　インターネット上の人権問題Ⅱ-8　犯罪被害者の人権問題

3　より深く学ぶために（資料）

　・「滋賀県版犯罪被害者ハンドブック」（滋賀県県民活動生活課）
　・DVD「ある日突然最愛の娘を奪われて」（内閣府犯罪被害者等施策推進室）
　・内閣府　犯罪被害者等施策　http://www8.cao.go.jp/hanzai/　
　・「犯罪被害者白書」（内閣府）
　　http://www8.cao.go.jp/hanzai/kohyo/whitepaper/whitepaper.html
　・ＮＰＯ法人おうみ犯罪被害者支援センター　http://homepage3.nifty.com/ovsc/ 3　より深く学ぶために（資料）

　・「人権ポケットブック11インターネットと人権」（滋賀県人権施策推進課）
　・DVD「子どもと学ぶネット社会」（滋賀県県民活動生活課）

ワーク 進め方とファシリテーターの視点
２　進め方（ワークシート活用例）

１  イラストの会話や資料①を参考にして、インターネット上で起こっている問題につい
　 て知っていることを聞いてみましょう。
　  ★視点１　一度書き込まれた情報はコピーされる可能性があるので、ネット上から完全に消去す
　　　　　　 るのは難しく被害が拡大するおそれがあります。そこで、違法な書き込みなどは、早
　　　　　　 期に発見し、早期に削除する必要があります。
　  ★視点2　名誉毀損・侮辱（例：掲示板などで相手をけなす）、脅迫（例：メールなどで相手を脅
　　　　　　 迫する）、信用毀損・業務上妨害（例：HPに嘘の書き込み、学校や店などに対する襲
　　　　　　 撃予告）は、犯罪です。プライバシーに関わる権利は憲法で保障されており、これを
　　　　　　 侵害する行為は違法となり損害賠償請求されることがあります。これらにあたると思わ
　　　　　　 れる場合は、通報しましょう。
　　　　　　 ※インターネット・ホットラインセンター　http://www.internethotline.jp/

２  資料②を参考にして、サイバー犯罪等に関する相談状況について確認してみましょう。

　  ※インターネット上で使用されるネットスラングなどをクイズにして、アイスブレーキ
　　 ングなどで用いるのもよいでしょう。
　　
　　　　　「乙」　→　お疲れ　　　　　　　「ｔｈｘ」　→　　thankｓ　ありがとう　
　　　　　「kwsk」　→　kuwasiku　詳しく教えて　
　　　　　「ktkr」　→　ｋｉｔａｋｏｒｅ　　きたー！これ！（うれしいときに使う）
　　　　　「誰得」→　誰が得するんだよ、こんなもの（ダレトクと読む）
　　　　　「鯖」　→　サーバー
　　　　　まだまだあります。ネット上で検索してみましょう

　 参考　（公財）滋賀県人権センター
　　　　  http://www.shigajinken.or.jp/kakikomi/keihatu.html#quiz1
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• インターネットを安心して使えるよう家庭や地域でどのようなことに気をつければよ
　 いか語り合いましょう。
　  ★視点4　インターネット上には様々な情報があふれていますが、その情報が全て正しいものと 
　　　　　　 は限りません。情報を収集する際には、その情報を批判的に捉えることも大切です。
　　　　　　 情報源に留意して情報の信憑性を自分で判断し、必要な情報を選別できる力（情報リ
　　　　　　 テラシー）が必要であることを伝えます。
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• インターネットを利用する際に気をつけていることを話し合ってみましょう。また、家
　 庭で子どもと約束事を決めている例などがあれば、出し合いましょう。
　  ★視点3　子どものインターネットの利用について、いじめ（いじめのページを参照）がネットを通
　　　　　　 じて行われることもあります。子どもがどのようにインターネットを使っているのかを把 
　　　　　　 握し、フィルタリングの機能を使うなど子どものネット環境を大人が管理するように促  
　　　　　　 します。
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１  イラストの会話を参考にして、参加者の率直な意見を聞いてみましょう。
　 ★視点１　誰もが犯罪被害者になってしまう可能性があることから、この問題を自分のこととしてとら
　　　　　     え、理解することが大切です。

２  被害直後の精神状態について、資料①を参考にして考えてみましょう。
　 ★視点2　犯罪被害者の問題は、防犯の問題とは異なります。犯罪に巻き込まれた人には、責 
　　　　　　 任がないことに留意しましょう。犯罪者が違法な行為を行ったことが問題なのです。　
　　　　　　 「気をつけていないから、犯罪に遭ってしまうのだ」という考えは、被害者を更に傷つ
　　　　　　 けることにもなりかねません。

１  資料②を参考にして、二次的被害についての問題点を考えてみましょう。
２  資料③を参考にして、二次的被害を受ける相手についても考えてみましょう。
　 ★視点3　資料③によると、犯罪被害者等が受ける二次的被害の相手は、「近所の人」がもっと
　　　　　　 も多いことがわかります。地域での対応が二次的被害にならないよう犯罪被害者やそ
　　　　　　 の家族の立場に立った支援を考えます。
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Ⅱ
• 犯罪被害者やその家族が二次的被害などを受けずに、安心した暮らしに戻れるよ
　 う地域でできることを語り合いましょう。
　 ★視点4　犯罪被害者等の支援をする際に、以下の点に留意します。
　　　　　　●他の場合や他の人と比べないようにします。
　　　　　　　→犯罪被害者にとってはその事件が辛い記憶です。その人の痛みに寄り添います。
　　　　　　●強くなることを強要しないようにします。
　　　　　　　→犯罪被害者は、悲しんでよいし、泣いてよいのです。
　　　　　　●自分の経験や価値観を押しつけないようにします。
　　　　　　　→犯罪被害者の話をきくことが大切です。
　　　　　　●犯罪被害者とその家族の気持ちの変化に留意します。
　　　　　　　→同じ言葉であっても、犯罪直後と時間がたってからでは受け止め方が異なること 
　　　　　　　　もあります。犯罪被害者とその家族の気持ちの変化を読み取って、適切な時期
　　　　　　　　に適切な対応をすることを考えます。
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